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会 議 録 

 

会議の名称 令和７年度第２回茨木市障害者施策推進分科会 

開 催 日 時 令和８年１月29日（木曜日） 

開 催 場 所 茨木市役所合同庁舎６階会議室 

議 長 中西会長 

出 席 者 髙田委員、富澤委員、山口委員、大川委員 

清水委員、太田委員、佐藤委員、福阪委員 

欠 席 者 川島委員、小西委員 

事務局職員 澤田福祉部長、岩崎福祉部次長兼福祉総合相談課長 

肥塚福祉部副理事兼地域福祉課長 

石井福祉指導監査課長、井上障害福祉課長 

中島発達支援課長、佐原障害福祉課参事兼計画推進係長 

中井発達支援課参事兼発達支援Ｇ長 

濵田発達支援課参事兼あけぼの学園長 

菅野学校教育推進課参事兼支援教育Ｇ長 

角谷発達支援課課長代理兼推進Ｇ長 

名越福祉総合相談課主幹兼相談２Ｇ長 

刈込障害福祉課主幹兼認定給付２Ｇ長 

村上障害福祉課認定給付１Ｇ長、沖田障害福祉課計画推進係職員 

議題(案件) １ 障害福祉計画（第７期）・障害児福祉計画（第３期）の取組状況等 

について 

２ 次期計画策定に向けた方向性について 

  ①概要について 

  ②見直し・改定の方向性について 

３ その他 

資 料 次第、資料１、資料２、資料３、資料４、資料５、資料６、配席表、 

計画書、当日資料 事前意見書 
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 の 要 旨 

事務局（沖田） 

 

 それでは、定刻となりましたので、令和７年度第２回茨木市障害者

施策推進分科会を開催させていただきます。 

 本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうござ

います。 

 私は、本日の司会を務めます、障害福祉課の沖田と申します。よろ

しくお願いいたします。 

 それではまず、開会に当たりまして、福祉部長の澤田よりごあいさ

つを申し上げます。 

事務局（澤田

部長） 

 皆様、こんにちは。 

 令和７年度第２回茨木市障害者施策推進分科会の開催に当たりまし

て、一言ごあいさつを申し上げます。 

 本日は、お忙しい中、本分科会に御出席賜り、厚くお礼申し上げま

す。また、日頃から本市の障害者施策に様々なお立場から御支援、御

協力を賜っておりますこと、重ねてお礼を申し上げます。 

 さて、令和６年３月に策定しました、第３次総合保険福祉計画及び

障害者関連計画を含む分野別計画につきましては、来年度、計画の中

間年度を迎えます。会計に向けた本格的な検討は来年度に実施するこ

ととなりますが、本日は委員の皆様と見直しに向けた大きな方向性を

共有できればと考えております。 

 お配りしております資料を御覧いただき、様々なお立場から障害者

計画、障害福祉計画について、活発に御意見をいただければと思って

おります。 

 最後になりますが、委員の皆様には、今後とも障害者施策の推進に

一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げまして、誠に簡単では

ございますが、開催に当たりましての御挨拶とさせていただきます。

本日はよろしくお願いいたします。 

事務局（沖田） 

 

 それでは、会議に入る前に、会議資料等の確認をさせていただきま

す。本日会議資料としましては、事前に送付させていただきました次

第、資料の１から６、お席に置かせていただいております配席表、当

日の資料といたしまして、事前意見書、「茨木市立障害者生活支援セン

ターともしび園について」、最後に、「就労選択支援について」となり

ます。御持参をお願いしておりました計画書も御一緒に見ていただけ

ればと思います。もしお持ちでなければ係りの者がお持ちしますので、
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挙手をお願いいたします。 

 それでは、会議に移らせていただきます。 

 会議の議事進行は会長が行うこととなっておりますので、中西会長、

よろしくお願いいたします。 

中西会長  皆さん、寒い中集まっていただいてありがとうございます。時間も

ないので早速ですが、会議を始めていきたいと思います。 

 委員の皆様におかれましては、障害福祉の増進のために積極的な御

意見を賜りますようお願いいたします。 

 なお、本分科会の会議録は原則公開ということになりますので、御

了解いただきますようお願いいたします。 

 それでは、委員の出席状況につきまして、事務局から報告をお願い

します。 

事務局（沖田） 

 

 本日の委員の出席状況につきまして、御報告いたします。 

 委員総数11名のうち、出席は９名、半数以上の御出席をいただいて

おりますので、当審議会規則第８条第２項により会議は成立いたして

おります。 

 また、本日は５名の方が傍聴されており、そのうち１名の方がオン

ラインで傍聴されていることを御報告いたします。 

 以上です。 

中西会長  ありがとうございます。 

 では、議題に移る前に、会議の進め方についてお諮りしたいと思い

ます。それぞれの議題について事務局から説明を受け、その内容につ

いて順次、皆様から御意見、御質問いただくという形でいかがでしょ

うか。よろしいでしょうか。  
（異議なしの声あり） 

中西会長  それでは、議題１に移ってもいいでしょうか。 

 議題１、「障害福祉計画（第７期）・障害児福祉計画（第３期）の取組

状況について」、事務局から説明をお願いします。 

事務局（佐原

参事） 

 議題の説明に入ります前に、前回の分科会でお答えできておりませ

んでした「教育現場における御意見」について、その考え方をお答え

いたします。 

 意見の概要は、Ａ４横長の当日資料、事前意見として取りまとめて

おりますので、そちらを御参照いただければと思います。 

 それでは、菅野参事、よろしくお願いいたします。 

事務局（菅野

参事） 

 第１回分科会で３点御質問いただきましたので、その御回答をさせ

ていただきます。 

 まず１点目、「学校給食で…」というところでございます。 
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 学校教育推進課としては、看護師の資格を持っておられる方を「医

療介助員」というふうな名前で任用しております。 

 医療介助員は医師からの指示書に基づいて、経管栄養を実施すると

いう形で対応しております。 

 御質問の中に、報酬のことがあって辞められたというふうなことが

ありますが、報酬に関しては特に問題等があって辞められたという方

は今のところいらっしゃいません。本年度も年度途中で医療的ケアの

必要な状態になった児童がおりますので、随時それに合わせて医療介

助員を任用して配置していっているということでございます。 

 ２点目、「学校でのハード面の対応に…」というところでございます。 

 学校では、必要な物品につきましては支援教育コーディネーターが

中心となって取りまとめ、学校長に報告。校長から学校教育推進課に、

このような物品が必要ですということで上がってまいります。具体的

な品物でいいますと、座ったときになるべく体が机に近づけるような

カットアウトテーブルですとか、あと椅子に座っているときの姿勢保

持のレポシートなどが非常に必要であるということで学校から上がっ

てきますので、その必要性も学校教育推進課の指導主事が実際に学校

に行って、子供の様子を見て、必要なところはこういったところだと

いうことを把握した上で整備を進めております。年度途中でも必要な

ものがあればということで、学校からも随時連絡をいただいておりま

すので、引き続き環境整備等を進めてまいりたいと思っております。 

 続いて、３点目です。「支援教育の専門性の向上を図るために、支援

学校からの助言は…」ということでございます。 

 こちらは、三島ブロックで支援学校の教育相談というものを実施し

ていただいているのですが、こちらに学校から来てほしいというふう

なオーダーがありましたら、学校教育推進課を通じて支援学校にお願

いを出しているところです。身体障害のある児童生徒については茨木

支援学校、知的障害・発達障害・情緒障害等につきましてはエリアご

とに高槻支援学校、摂津支援学校のリーディングスタッフの先生に来

ていただいて助言を受けております。 

 また、視覚障害のある児童生徒については、大阪北視覚支援学校の

リーディングスタッフの先生、聴覚で必要な助言がいるんだという場

合は、生野聴覚支援学校のリーディングスタッフの先生に来ていただ

いて、助言をいただいております。 

 また、中学生で、高等部は茨木支援学校に進学という場合は、知的

障害・発達障害・情緒障害等があっても、茨木支援学校の先生に来て

いただいて、高等部に上がったときのことまで踏まえた上で助言をい

ただいているという形になっております。 
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 以上、３点でございます。よろしくお願いします。 

事務局（佐原

参事） 

 それでは、議題１について引き続き御説明をさせていただきます。 

 資料１を御覧ください。 

 前回の分科会では、大阪府による集計中であったため、報告できて

いなかった施策の取組状況を報告いたします。 

 まず、「福祉施設から一般就労への移行の目標値と実績」につきまし

ては、全体として、令和８年度の目標値に対し、97.4％の達成率とな

っております。 

 サービス種別ごとの状況としましては、就労移行支援は伸び悩んで

おりますが、就労継続支援Ａ型及びＢ型からの就労が伸びている状況

です。今後は、新たなサービスとして運用を開始しております就労選

択支援事業を通じて、より本人に適した就労を目指せるよう支援を行

ってまいります。 

 続きまして、資料の下段、「就労移行支援事業所の一般就労への移行

に関する目標値と実績」でございます。 

 こちらは、令和８年度の目標値を既に達成している状況であり、来

年度以降もこの数字を維持できるよう、取組を進めてまいります。 

 資料の裏面を御覧ください。 

 「就労定着率」についてでございます。 

 こちらにつきましても、令和８年度の目標値を既に達成しておりま

すので、引き続きこの数字を維持できるよう、取組を進めてまいりた

いと思います。 

 最後に、資料の下段、「就労継続支援Ｂ型事業所における平均月額工

賃」についてでございます。 

 こちらにつきましては、令和６年度に平均工賃月額の算定方法が見

直されたことに伴い、達成状況を評価するということが困難な状況で

はございますが、これまで茨木市の平均工賃は大阪府平均を下回って

きた経過がございます。ただ、令和６年度の実績において、大阪府平

均を上回ることができましたので、実質的に工賃は向上しているもの

と捉えております。 

 説明は以上です。 

中西会長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明に関して、御意見、御質問等ありましたら、委員の

皆様、御意見お願いいたします。 

 どうぞ。 

清水委員  市民委員の清水と申します。 

 今御説明いただいた資料の中の裏側の評価のところに書いてある一
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番下の行、「事業者が主体的に工賃向上に向けた取組が行えるよう支援

を行います。」って書いてあるのですが、具体的にどのような支援を考

えておられるか、教えていただいてよろしいでしょうか。 

事務局（佐原

参事） 

 茨木市では、工賃向上に向けた施策として、「障害者就労促進事業」

を実施しております。 

 この事業は、市内の指定管理施設かしの木園の指定管理者に事業委

託をする形で実施をしております。 

 工賃を継続的に上げていくということは非常に難しいということも

あろうかと思いますが、一方で全国の事業者を見ますと、いろんな企

業努力、工夫によって工賃を上げている事業者もございます。そうい

った事業者をお招きして、工賃を上げるためにどんな工夫をしたのか、

企業に対してどういうアプローチをしたのかというようなお話をして

いただいて、それぞれ抱える事業者の工賃を上げるための課題という

のは事業者ごとに違うとは思うのですけれども、その中で何か解決の

糸口となる情報を持って帰っていただき、さらなる工賃の向上に努め

ていただけるように展開を図っているところでございます。 

 以上です。 

清水委員  御回答いただいて、ありがとうございました。 

中西会長  ありがとうございました。 

 ほかに委員から御質問・御意見ございますでしょうか。 

 富澤委員、どうぞ。 

富澤委員  大阪人間科学大学の富澤です。 

 ２点質問といいますか、分かればお聞きしたいのですけども、１点

は今、先ほどの御質問にも少し関連するのですけども、やはり工賃、

Ｂ型の工賃のところになりますけども、この数字は令和６年度までの

数字かと思うのですけども、やはり昨今の物価上昇であるとか、様々

な原材料費の高騰とか、そういったものの影響が今後想定されるのだ

ろうなということなんかが少し気になります。 

 そういう意味でいうと、今回上昇した分に対する、これを、先ほど

実際に全国で目標達成等されているところの取組等を共有していくと

いうようなお話がありましたけども、関連しますけども、今回上昇し

た、それを今度は安定的に維持していく、さらに上昇していくという

ために、どのように事業所に対して、何か指導といいますか、どうい

った方針でされていくかということがありましたら教えていただきた

いということが１点と、あと、この件には直接関連しないかもしれま

せんが、昨年11月に大阪市で起こりました、就労継続支援Ａ型事業所

の給付金の問題ですね。私も、特に知り合いの精神科医の先生などか
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らも、やはりそこに関連した御意見というのを、患者さんを通して発

覚する前から聞いていたということとかがあったのですけども、茨木

市で実際に、当該事業所だけではなくて、同様のケースで何か利用者

様から御相談があったとか、そういったことがあれば教えていただき

たいと思います。 

中西会長  よろしいでしょうか。 

事務局（佐原

参事） 

 昨今の物価上昇の中、安定的に工賃を維持、向上させていくための

方策ということでございます。 

 まず、大きく２つのアプローチの方法があるかと考えております。

１つは、資料にも記載しておりますけれども、市には業務の中から、

障害事業所にお願いできるような仕事があれば、積極的にその仕事を

お願いするという優先調達が義務づけられております。茨木市も業務

を抽出して、優先調達を行っておりますが、近隣他市と比較しても、

必ずしも茨木市は高い水準であるとは言えないところがありますの

で、この法律の趣旨を全庁的に共有することによって、一つでも多く

の事業を障害事業所の方にお願いできるように取組を進めていくとい

う方法が一つ。 

 それから、もう一つですが、先ほど、就労促進事業について説明し

ましたが、やはり、事業者が主体的に動いていただくということが何

より大事だと考えております。それぞれの状況や課題は事業所によっ

て違うと思います。事業所が抱える課題に対応するためには、その事

業所の中だけで考えていてもなかなか解決に結びつかないということ

が考えられますので、就B事業所の組織化の拡大を図って、いろんな事

業所が悩み事であるとか、失敗談、成功談を話し合えるような事業の

組織化を図っていく。その中で情報共有を進めていただくというよう

なことが何より大事なのかなというふうに考えております。 

 １点目の回答につきましては、以上でございます 

事務局（井上

課長） 

 ただいまの件に、補足をさせていただきます。 

 具体的にはどんな仕事をして収入を安定させていくか、就労継続支

援のＢ型の生産活動について多くの方が自主製品の製造・販売をイメ

ージされるのではないかと思います。本市が把握している範囲では、

この自主製品の販売については、就労促進事業の中で把握をしている

範囲において売り上げは決して多くはない状況です。富澤委員御指摘

のとおり、非常に自主製品の生産等は物価に影響されやすいところで

もございますのと、もともとその自主製品の販売は工賃の中で占める

市全体、事業所によってはそれがメインというところもあるのですけ

れども、全体として見れば、それほど多くはないということです。で
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は何が大きいものかと言いますと、優先調達の話と関連します公園の

除草作業など市が発注している仕事で言えば作業、いわゆる役務です

が、これを民間から受注しているものです。今後は施設外支援といっ

て施設の外にチームを組んで企業等へ出向き、そこで清掃等の仕事を

するという枠組みがあります。またかしの木園で研修を実施している

内容として、いわゆるデジタルの仕事、そういったものが事業所で受

入れないかということを、様々な今の状況であるとか、時勢に合わせ

た形で生産活動にチャレンジしていく。それでもって工賃の向上や、

安定を図っていくとことが重要になると考えております。 

 １点目については以上です。 

事務局（石井

課長） 

  ２点目の御質問の件に関してですけれども、これは茨木市内のＡ

型事業所においてはということになりますが、同様のような事例はな

いというのが答えになるんですけれども、この就労の加算については、

年度当初４月に加算の前提となる就職された方の人数を報告する加算

届が必要なんですけど、そこにはどなたが就職されたかというのは当

然載っているんですけど、同じ方が就労の加算の対象として２回上が

っているというようなケースは、茨木市内ではございません。苦情等々

で、そのようなお話を聞くということも、茨木の事業所に通っている

方ではありません。 

 １点目の工賃の件に関してなんですが、指導監査の立場から懸念点

として申し上げておくべきことがありまして、令和６年度に報酬が改

定されまして、Ｂ型の事業所につきましては平均工賃の額によっても

らえる報酬単価が変わりました。その後、こちらが運営指導等で事業

所に確認に行っているのですが、何か所かの事業所で自立支援給付費

から工賃に回っているケースが見られています。Ｂ型事業所は生産活

動収入からそれに要した経費を控除した額全額を利用者に支払うこと

とされていますが、当然自立支援給付費を工賃に回すということは、

これは運営基準上はできないことになっていますが、会計を確認する

と、就労会計の工賃の会計が赤字になっている。赤字になっていると

いうことは自立支援給付からお金が回っているというようなケース

が、１件、２件ではなく、見られるというようなことで、この辺りに

ついては平均工賃によりもらえる給付費の額にも影響しますので、や

はりそういうのは適当ではないということで指導させていただいてい

ます。平均工賃を上げるということももちろん大事なのですけれども、

やっぱりルールに基づく形でやっていただくことも大切かなというふ

うに考えております。 

事務局（井上

課長） 

２点目の補足ですけれども、石井からお話しさせていただいた内容

は本市が監督権限をもつ本市内の事業所において、ということです。
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一方で、利用者単位で見たときには、市外の就労継続Ａ型やＢ型を使

っておられる方もいらっしゃいますので、委員御指摘の懸念にあたる

事業所を利用されている可能性もあり得るという状況ではございま

す。 

中西会長  ありがとうございます。 

 ほかにもございましたら、よろしいですかね。特段大きな御意見が

なければ、議題１は終わっていきたいと思いますけども、よろしいで

しょうか。ありがとうございます。 

 そうしましたら、続きまして、議題２へ移りたいと思います。 

 「次期計画策定に向けた方向性について」ということでございます。

事務局から説明お願いしたいと思います。 

事務局（佐原

参事） 

  資料２を御覧ください。 

 まず、１番の項目でございます。 

 冒頭、部長の挨拶にもありましたように、来年度、障害者計画が中

間年度を、障害福祉計画・障害児福祉計画が計画期間の最終年度を迎

えることから、それぞれ中間見直し、計画の改定作業を行うこととな

ります。 

 表を御覧ください。 

 「総合保健福祉計画」全体としましても、中間見直し年度を迎える

ことから、障害関連計画のみならず、表に記載する全ての計画を見直

し、改定することとなります。 

 ２番の項目を御覧ください。 

 来年度は、計画の改定と合わせて、障害福祉課で所管する指定管理

施設が再来年度、令和９年度末で現指定管理期間が満了することから、

満了の１年前となります来年度に、本分科会内に専門部会を立ち上げ、

施設の今後の方針について検討することを予定しております。 

 対象施設は２施設、「かしの木園」と「ハートフル」です。 

 「ともしび園」につきましては、前指定管理者への指定取消処分に

伴い、他の２施設と指定管理期間がずれておりますので、来年度の検

討対象からは外れることとなります。ともしび園につきましては、別

途その満了の２年前に別枠で専門部会を立ち上げ、検討するというこ

とを予定しております。 

 資料の裏面を御覧ください。 

 専門部会の開催スケジュールにつきましては、中段の表に記載して

いるとおりであり、後ほど説明をさせていただきます。 

 また、専門部会の委員につきましては、５人程度を予定しており、

会長の指名により決定し、次回分科会でお示しをさせていただきます。 

 続きまして、３番の項目を御覧ください。 
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 来年度の分科会及び専門部会の開催スケジュールにつきましては、

表に記載のとおり予定をしております。専門部会につきましては、そ

れぞれ第２回、第３回の分科会と同実開催とすることを予定しており

ます。 

 全体の流れとしますと、年内に計画書案を取りまとめ、年明けにパ

ブリックコメントを実施し、３月末には全体の審議会に諮った後、計

画書として取りまとめたいと考えております。 

 続きまして、４番の項目を御覧ください。 

 見直し・改定作業につきましては、先ほど御説明をしましたとおり、

来年度実施します４回の分科会にて、本格的に検討をいたします。本

日はその前段階として、皆様と大きな視点で意見交換をできればと考

えております。 

 現在、国においては、配付をさせていただきました資料５、それか

ら資料６のとおり、計画改定に向けた基本指針の見直しが進められて

おります。国の基本指針が示された後、大阪府がその国の指針に基づ

き、各市町村に対し、基本的な考え方を示す予定となっております。

それを受けました市は、それらに沿って改定作業を進めるということ

になります。 

 本日は、委員の皆様とお気づきの点を共有させていただいて、来年

度につなげていけたらと考えております。よろしくお願いいたします。 

 本日、たくさんの資料をお配りしております。簡単になりますけれ

ども、資料の説明をさせていただきます。 

 まず、資料３、それから資料４につきましては、前回分科会で使用

したものと同じ資料となっております。昨年度、令和６年度の取組状

況や評価を記載しております。 

 １点だけ、補足説明をさせていただきます。 

 資料４の21ページを御覧ください。 

 資料の一番上、「９ 地域活動支援センター」のその下の表中でござ

います。その表中の一番下の「Ⅲ型」と言われる部分につきまして、

令和８年度の見込量に１と計上されておりますが、今年度末をもって、

現在運営をしているⅢ型の事業所が運営を終えることとなります。来

年度以降の整備については、現段階では未定となっておりますため、

１と記載しておりますけれども、実質的にはゼロというような形に変

更になることを御報告させていただきます。 

 続きまして、資料５を御覧ください。 

 この資料は、現段階の国の基本指針の見直しに関する資料となりま

す。国では、審議会を設置し、様々な立場の委員さんに参画をいただ

き、その基本指針の策定の見直しに取り組んでいます。 
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 続きまして、最後、資料６を御覧ください。 

 この資料につきましても、国、審議会における資料となります。 

 １ページを御覧ください。 

 この資料、いろいろ書いてますけれども、非常に内容が難しいです

ので、できるだけ簡単に説明をさせていただきます。 

 この資料では全国の障害福祉サービスのサービス供給量、サービス

の供給量の平準化について書かれています。どういうことかといいま

すと、こっちの地域ではサービスがすごく不足している地域がある。

一方、その隣のあっちの地域では、サービスが、つまり事業所が必要

量よりもかなりたくさん整備されているというような状況が見受けら

れる。全国的に効率よくサービスを供給するためこれを平準化してい

く。より効率的に不足しているところには事業所の数を増やしていか

ないといけないということが、国が考えていることでございます。そ

のためには、まず、サービスが供給過多になっている地域のサービス

を総量規制によってこれ以上増やさないようにする。そうすることに

よって、不足している地域での事業展開を促していくというような仕

組み。 

 ただ一方で、国の資料にも書いてるのですけれども、強度行動障害

の方、それから医療的ケアを必要とする方のサービスというのは、ど

の地域においてもまだまだ不足しているというような状況がございま

す。従いまして、その総量規制の例外として、いわゆる市町村の意見

申出制度、こういった制度を活用しながら、その地域におけるニーズ

に応えられるような状況を全国的につくり上げていこうということが

書かれております。非常に内容難しいですけれども、この総量規制と

市町村の意見申出制度、これを国は市町村に積極的に活用することを

要請すると書かれておりますので、次期の計画のときにはこれらの制

度についても非常に重要な考え方になるかと考えております。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

中西会長  資料３のこれまでの取組状況などについて、資料の提示もありまし

て、また現在の障害福祉計画、国の指針及び地域是正に関する指針と

いうことで、幾つかの資料提示がありました。 

 この資料を基に、茨木市さんには国のこの指針を基に、今後の中間

見直し及び計画見直しということを決定されるということですので、

今回はその方向づけという、こういう資料の中でどういう方向性なの

かというところを共有できたらというところですけれども、委員の皆

様から何か、提示いただきました資料、並びに国の現在提示されてい

る資料に関して、何か御質問とか御意見とかございましたらお願いし

たいと思います。 
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 太田委員、どうぞ。 

太田委員  ちょっと国が言うてることなので、市に言ってもあれなのですけれ

ども、平準化とか少ないところを増やすということは大事だけれども、

多いところ、少ないところに合わせて減らすみたいな、そういう発想

自体が危険だなというふうに一つ思いました。 

 総量規制というような話も出ていますけれども、じゃあグループホ

ームとか、確かにいろいろ不正をして問題のある事業所がたくさん参

入してきている。そういう問題はあるけれども、だからといってグル

ープホームが増えることは悪いことではないと思うんですね。グルー

プホームは必要なんです。グループホームを増えないように抑える。

そういうことにならないように。問題なのはサービスの質であって、

量が増えることは問題ではない。総量規制で、もう全体的に減らすと。

抑えるということは、質のいいところも増やさないということになっ

てしまいますので、ちょっとこれは問題だなというふうに思っていま

す。そういった視点を、茨木市でも持っていただいて、しっかり国に

もまた課題を伝えていってもらいたいなと思いますし、茨木市のこの

運用もしっかりと考えてもらいたいなと思いました。 

 あともう１点、ちょっと初歩的なところで、この方向性についての

資料の３番の来年度の日程のところの、この右側の内容の計画書骨子

案の検討って書いているのですけど、この計画書って何のことですか。

すいません。ちょっと限定をしとって。 

事務局（佐原

参事） 

 ２つ目のご意見からお答えさせていただきます。 

 計画の改定ということでございますけれども、つまり「茨木市総合

保健福祉計画（第３次）」、今の現行のこの計画書を改定するというこ

とでございます。一気に作り上げていくということは難しいですので、

来年度全４回の分科会を通じて、素案、案というような形で段階的に

改定を進めたいと考えております。 

事務局（井上

課長） 

 

  補足いたしますと、この分科会で取り扱っている計画は３つござ

います。障害者基本法に基づく障害者計画、６か年の計画ですね。そ

れの中間見直し。そして、サービスの整備計画である障害福祉計画と

障害児福祉計画、こちらはそれぞれサービスの成果目標や活動指標等

を記載した３か年の計画、これを策定し直すという、これらの作業が

こちらの分科会の来年度の審議事項ということになります。 

 あと、太田委員から御指摘の総量規制の件です。 

 まず、総量規制の対象になっているサービスが資料の中にもござい

ますが、入所施設併設を除く通所サービスであるとか、グループホー

ムなどがあたります。国の資料の中でもよく上がってくるのが就労継
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続支援です。こちらにつきましては、茨木市内の状況を鑑みますと、

過去の本分科会において工賃のお話でもさせていただいたように、工

賃が低い事業所が新しい事業所に多いという傾向について、これまで

も御紹介したかと思います。我々も、先ほどの就労促進事業の関係で、

事業所を順番に回らせていただいたりもするのですけれども、「利用者

の取り合いになってしまう」というお声を聞くことがあります。また、

幾つかの事業所からは、「市で総量規制しないのですか」というお声が

一部ではあります。 

 それをするかしないかは今後の課題であるのですけれども、茨木市

においても就労継続支援Ｂ型の事業所が継続的に増加し、利用者も増

えているという状況が実態です。この辺は今結論云々ということでは

なくて、制度として議論の対象の一つということで、国も重視してい

る状況です。 

グループホームにつきましては、委員御指摘のとおり、総量規制で数

を抑制するべきか否かというよりは、質の向上が重要であるというこ

とを国は資料の中で述べています。そのサービスの質を確保するため

のガイドラインも、基本指針と一緒に検討されておりまして、その中

でとりわけ強度行動障害のある方や医療的ケアの必要な方への支援が

できるホームが少ないということで、そこを促進していくことが重要

であるというのは、本市も国も同様の見解ということでございます。 

中西会長  ありがとうございました。 

 ほかの委員も何か御意見などございますか。 

 どうぞ。 

清水委員  ちょっと細かいことを申し上げて申し訳ないのですけど、資料３の

７ページのところ、「施策（７）学校教育・社会教育の充実」のところ

なのですけれども、今後計画を立てていっていただく上で考慮いただ

けたらと思うことをお伝えしたいのですが、私自身、茨木市ではない

のですが、ほかの市で医療的ケア児の看護師として働いていた経験が

あって、そのときにいろんな学校を巡回する形で回らせていただいて

いたので、学校、学校で同じ市内でもその医療的ケアに対する考え方

とか、医療的ケア児を担当される先生に対する周りの先生方のサポー

トとか、全然違うというのを感じていたのですけれども、その要因の

一つとして、やっぱりその学校長の方の考え方っていうのがすごく影

響しているなっていうふうに感じていて、ですので、障害児教育の充

実の一つとして、「学校長のリーダーシップのもと」って書いているの

ですけれども、学校長の方がその支援教育とか医療的ケアに対して、

よい方法じゃないですけれども、特別視せずにみんなで子供たちを育

てていくみたいな感じの考え方を持っていただけるような、学校長に
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対するそういう研修というか、そういうのも充実していただけたらい

いなというふうに思います。それを計画に盛り込んでいただけたら、

とてもうれしいです。 

 以上です。 

中西会長  事務局から何か。 

 はい。お願いします。 

事務局（菅野

参事） 

 学校長の研修等につきましては、現在も既に新任の校長、新しく校

長に上がられた方向けの研修を、年度当初に１回、全体の校長、教頭

に対しての研修が前半期に１回と後半期に１回という形で進めており

ます。プラス、随時指導主事が学校を訪問して、各校長に各学校の子

供たちに合わせた助言ですとか、あとこういった研修がいいのではな

いですかとか、こういう学識の方いらっしゃいますよというふうなこ

とも伝えております。 

 さらに、今後、子供たちの成長というところで、今いただいた御意

見というのはすごく大事だと思っておりますので、引き続きどのよう

な研修が有効的に機能していくか、活用されていくかというところは

研究して、実施していくように検討してまいりたいと思います。あり

がとうございます。 

清水委員  ありがとうございました。ぜひ御検討いただけたらと思います。 

中西会長  ありがとうございました。 

 ほかにないでしょうか。よろしいですか。 

 山口委員、どうぞ。 

山口委員  自立支援協議会の山口です。よろしくお願いします。 

 厚労省の資料の５の中で、ニュースとかにも出ていましたけど、「の

ぞまないセルフプラン」を令和11年度末までに０件にするというのが

出ていると思うのですけれども、茨木市でも、正規の計画素案なんか

に少しずつ増えてきているかなと思うのですけれども、障害児相談支

援がやはり横ばいというか、現在で20％台だったと思うのですけど、

それぐらいでちょっと推移していて、資料の中でも茨木市の障害児相

談支援は相談支援専門員の不足等から見込み量を下回っていて、相談

支援専門員の確保を図り、提供体制の充実に努めておられますといっ

てあるんですけれども、不足しているというところの要因の分析であ

ったりとか、どういうふうに確保を図っていくのか、障害児相談支援

全体としてどのように今後充実させていくのかというところの、ちょ

っと茨木市としての考えをお聞かせいただけたらと思います。よろし

くお願いします。 
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中西会長  名越主幹、お願いします。 

事務局（名越

主幹） 

 相談支援専門員確保というところでお答えをさせていただきます。

現在、市では補助金制度を作っておりまして、事業所の開設であると

か、相談員さんを確保したときの人件費の補助というものを行ってお

りますので、このような補助を活用しながら、相談支援専門員の増員

を図ってまいりたいと考えております。 

事務局（角谷

課長代理） 

 相談支援の充実というところにつきましては、発達支援課でも障害

児、障害者ともに、新規の計画をつくっていただいた事業所への補助

を実施させていただいておりまして、今年度から障害児について補助

額を増額させていただくということで、少しでも障害児の相談支援の

方が関わっていただけるように努力させていただいております。 

 なかなか障害児の相談支援が、伸びない要因といたしましては、保

護者支援というところで、障害者御本人だけではなくて、保護者への

支援というところもあって、そういった難しさがあることもなかなか

伸びない要因の一つではないかというふうには考えております。 

事務局（中島

課長） 

 障害児の相談支援につきましては、本市もそうなのですけど、全国

的にも今申し上げたような要因で、なかなか増えないというふうなこ

とがありまして、御紹介させていただいた基本指針の見直しの「見直

しポイント」という８ページのところになるのですけれども、そこに

も少し提案というか、これからどうなっていくかというところは注視

していくのですけれども、障害児及びこの家族への伴走的な相談支援

体制の確保、ということが別建てで言われているような感じがしてお

ります。④のところになるのですけれども、ですのでこの辺りの今後

の国の動向を注視してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

中西会長  ありがとうございます。 

 ほかに、委員から何か御質問とか御意見、よろしいでしょうか。大

丈夫ですか。 

 はい、富澤委員。 

富澤委員  すみません、１点確認ですけど、今日って何時までっていう、会の

終わりって、何時ですか。 

事務局（佐原

参事） 

 ３時半までを予定しております。 

富澤委員  ３時半まで。比較的、この議題は何かもっと意見を出してもいいっ

て感じなのかなというふうに思ったのですけども。なので、実はちょ

っと私、期日までには・・・上げられなかったのですけど、今日までの

ことでちょっとかなり書き出していたら、Ａ４、２枚ぐらいになって
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しまったのですけども、何かそれを全部ここで言っていくわけにもい

かないので、ちょっと何点か、ここまでで出てないところで、ほんの

少し意見を言わせていただきます。 

 １点、先ほど学校教育のところで出ていたのですけども、今回この

議論については、障害福祉計画及び障害児福祉計画の次期の計画見直

しということでの議論になってくると、どうしてもこの障害に関する

法律とか改正というのが基本かなと思うのですけども、１点、今、文

部科学省で、次期学習指導要領の改訂の作業の中で、やはり特別支援

教育、ここはやはり障害児とも大きく関連する部分ですけども、例え

ば権利条約でも、総括所見で特別支援教育については国際的に大きな

指摘を受けていて、そういった影響もやはり今回の学習指導要領改訂

に向けた文部科学省のワーキングとかの中では出ていて、実際に出来

上がるのは少しまだ先の話になるかと思うのですけども、例えばその

中の委員の中では、例えばやはり学校においても社会モデルで考えて

いかないといけないじゃないかとか、そういった意見も出ています。

ただ、この辺りは実際に反映されるかどうかっていうのは今のところ

不透明なところだと思うのですけども、こういった他方をほかに並行

して議論されているようなところが今回の計画の中でどこまで入れる

ことが可能なのかとかいうあたりのところを少し、ぜひ入れていただ

きたいなと思うので、その辺り何かもし御意見あればお聞きしたいな

と思います。 

 ３点にしますね。あと２点。 

 もう１点は、今回の計画のところで、資料３の中で、基本目標４の

施策（３）のところの「意思決定支援の促進」ということで、この項

目、今回、これは前回の資料と同じものということでしたが、この「権

利擁護の推進」という項目の中で、やはり意思決定支援の促進という

項目で、実施内容とかが特になしとか、予定内容もあんまり具体的な

ものが上がっていないなというところがやや気になりましたので、こ

こはぜひ次期の計画の中でも、より積極的に、例えば多分皆さん、市

内の事業所さんの中でも意思決定支援ということに力を入れていらっ

しゃる事業所さんとかもあったりするかと思いますので、ぜひ研修実

施ということもいいですけれども、実際の好事例というものを共有し

ていただくということであるとか、あとまた全国組織のその意思決定

支援も実施されているかと思うのですけども、そういったところで行

われている研修なんかを、ぜひ取り入れていただくとかということを

していただくなどして、少しちょっとこの意思決定支援という項目に

ついて、やはりこれは権利に関わる部分だと思いますので、ぜひ次期

のところでは充実させていただきたいなというふうに思っています。 
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 もう１点が、精神障害の理解に関わる部分で、少しちょっと資料と

か項目が様々なところにばらけてしまうので、ちょっとまとめた形で

言わせていただきますと、例えば学校の中での障害理解教育という中

には、前にももしかして別の場面で質問させていただいたかもしれな

いですけども、学校等における障害理解教育の中では、例えば例示さ

れている活動として、点字、手話、車椅子の体験、アイマスクってい

うことがありますけども、やはりこういったところにも精神障害の理

解っていうことについても、何らかのその心の健康ということについ

ての障害理解教育っていう形で行うっていうことなんかも必要かなと

思います。 

 そういったところで、実際、精神障害の部分と他の障害の部分をな

かなか一つの項目でまとめられていくということが難しいのは今もま

だあるかと思うのですけども、ただ今回、次期計画の中でも指標のと

ころで、心のサポーター養成研修の実施とか、国でもこちらは一応心

のサポーターの目標数とかということが実際に目標値の一つとして上

がってきています。私自身は、心のサポーター研修の指導者研修を受

講した経験もあって、他市ではやはりぼちぼちやり始めている。特に

近隣だと、吹田市さんなんかは非常に力を入れて、ほぼ毎年養成研修

実施しているというふうな状況もありますので、障害の分け隔てなく、

全体としてのその障害理解、そしてそういったところが共生という点

にやはりつながっていくかと思いますので、こういった点、次期の計

画のところではより充実させていっていただければというふうに思い

ました。 

 以上です。 

中西会長  ありがとうございます。 

 何点か出ておりますけれども、事務局、いかがでしょうか。 

事務局（佐原

参事） 

 まず、来年度の改定に当たって、計画をどの程度、どういう形で修

正を加えていくかということでございます。 

 計画は大きく３つございます。種類は大きく２つに分かれます。 

 １つは、いわゆる障害者計画と言われるもの。文章中心で記載して

おります。 

 それから、もう１つは、障害福祉計画と、それから障害児福祉計画、

いわゆるサービスの基盤整備に関する数値目標を掲げているもの。数

字が中心の計画になっております。後者が３年計画と法定で定められ

ておりますので、来年度、後者の２つにつきましては、全面改定とい

うような形になります。 

 一方、前者は、計画期間が６年ということでございますので、その

中間見直しを行うということになります。中間見直しとはいえ、３年
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で大きく社会情勢は変化しております。報酬改定もありました。法改

正もありました。そのような状況を踏まえて、まずはこの３年間の取

組がどうだったのかということをしっかりと評価し、その評価を踏ま

えて、次の３年間に特に取り組むべき事項について記載をしていくの

かということを、来年度本格的に皆さんと議論ができたらいいかなと

考えております。御覧いただきました取組評価、市でもセルフ評価を

しており、ＡからＤまでの評価をしております。この中で、なかなか

一遍に取組を進めることは難しいですが、特に取り組めてこなかった

分野につきましては、市としても取り組んでいかなければならないと

いうふうに考えておりますので、また御意見をいただきながら取組を

進めていきたいと考えております。 

事務局（菅野

参事） 

 次期学習指導要領が今改訂に向けて進められております。昨年には

論点整理ということで、途中の部分今がここまでできていますよとい

うふうなことが国からも示されたところでございます。 

 学校教育推進課としても、論点整理はかなり読み込みをしておりま

して、やはり通常の学級における支援っていうのがこれから非常に大

切になってくると。今も大切なのですけども、より大切になってくる

ということで、どういったことができるか。子供に対しての合理的配

慮ですとか、引き続きユニバーサルデザインっていうふうなところを

追求していくことですとか、教職員の専門性の向上についてはどうい

うふうに進めていけばいいかなどの具体的なところをどう進めていく

かというふうなところで、学校教育推進課としても考えてはいるとこ

ろでございます。引き続き、国から続きの情報が出てくると思います

ので、そういったあたりの情報も捉えながら進めていけたらなと考え

ているところでございます。 

 もう１点、障害理解教育、学校においての障害理解教育なのですけ

ども、今いただきましたように、点字とか、あとアイマスク体験とか、

あと車椅子のこととかというのは、比較的小学生など、年齢の低い子

にも理解しやすいということで取り組んでいるところでございます。 

 御指摘のありました精神障害、発達障害とかそういったところにつ

いては、子供たちにとっては目に見えない感じで、ちょっとつかみに

くいというふうなところがあるのですけども、発達年齢の段階に応じ

て、実際に精神障害とか発達障害という言葉は出さないのだけども、

こういったことで困っている人がいるよっていうふうな授業内容を、

総合的な学習の時間で、すでに実施している学校もございますので、

そういった実施している学校の好事例を収集して、今後にもつなげて

いけたらなと考えております。 
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事務局（刈込

主幹） 

 委員御指摘の意思決定支援の促進についてなんですけれども、今年

度、令和７年実施予定につきましては、意思決定支援、まずは職員か

らということで、課内研修を実施しておるところなのですけれども、

今後、事業所の皆さんと連携しながら進めていきたいなと思っており

ます。 

 なお、またその他の項目の中で御説明させていただくことにはなる

のですけれども、新しい障害福祉サービス、就労選択支援、これも意

思決定支援の考え方が表れている一つだというふうに考えておりま

す。障害者が適切に自己決定できるためにいろいろな可能性、選択肢

の提示等々、プロセスを大切にしながら、今後、事業所、障害当事者

の方とともに取り組んでまいりたと思っております。 

 以上です。 

事務局（名越

主幹） 

 心のサポーターについて、御回答をさせていただきます。 

 現在のところ、本市におきましては、具体的にどのようにするかと

いうところまでは決まっていない状況になっておりますが、国ですと

か、府からの通知等を踏まえながら、関係課との調整を行いながら、

今後の対応につきましては研究を行っていきたいと考えております。 

 以上です。 

中西会長  富澤委員、よろしいですか。 

富澤委員  はい。 

中西会長  ほかに、委員から何か御意見、御質問事項はございますか。 

 太田委員、よろしくお願いします。 

太田委員  一つは、今後、この計画の検討を進めるに当たって、今日のこうい

う場でもいろいろ御意見が出ていますが、過去のこの委員からの意見、

私もいろいろと意見言わせてもらっていますけれども、それが言いっ

放しみたいな、言ってもどっかに消えていったみたいな感じになって

しまうところがあると思うのですね。せっかく委員の皆さん、意見を

出していますので、それが採用されるかどうかは別にして、どんな意

見が上がったのか、しっかり蓄積して、それをどうできるのか、でき

ないのかみたいなことをちゃんと検討して、みんなにこういうふうに

検討したけど、これはちょっとやっぱり採用できなかったなとか、こ

の意見はこういうふうに反映したよとか、そういうことが見えるよう

にしてほしいなというふうに思いました。障害者計画は、まだ中間見

直しいうことですけれども、障害福祉計画・障害児福祉計画は令和８

年度末でまた次の期に入るということなので、これ令和６年、７年度、

８年度、過去の分もしっかり意見をもう一度振り返って見える化して
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もらって、次につなげていくみたいなことをお願いしたいなというふ

うに思いました。 

 あと、富澤委員からも話出ていましたけど、障害者権利条約とか、

そういった総括所見とか出ていますけれども、難しいですけど、すご

く大事なことやと思うのですね。今日、この国の資料とか、つけてく

れたのはありがたいな思ったのですけど。じゃあその障害者権利条約

の総括所見がどういう内容で出ているのかとか、何かそういったこと

もなかなか普通に生活していたら分からないんですね。障害者の支援

に関わっている僕らでも、なかなか情報が得にくいっていうところも

ありますので、こういった場で分かりやすくそういうのを、みんなで

まず基本的に日本も批准している障害者権利条約ってこういう内容だ

よというようなところを共有していただけたらなと、そういうふうに

思いました。 

 あともう１点は、ちょっと別件なのですけれども、重度訪問介護の

大学修学支援事業というのがあるのですけど、障害のある人が大学行

くときの登下校とか、学校の中での介護とか、そういったことをでき

る事業ね。これが茨木市はまだやってないと。何か議会でも上がって

いるようなのですけれども、茨木の大学に行っている方が本来であれ

ばその大学修学支援事業、これがあればヘルパーを使って大学に行っ

て、授業を受けることができるんだけど。これはもう国でもちゃんと

基準が出ていますし、補助も出ますし、大阪の近隣他市でも既にもう

やっているところもありますから、これはもう早急に茨木市としては

進めてほしいなということをお願いしたいと思います。 

中西会長  はい。ありがとうございます。 

 じゃあ、佐藤委員、お願いします。 

佐藤委員  先ほどお話があった障害選択支援っていう、視覚障害者も働きたい

人がいっぱいいるんですよね。視覚障害者が働くには、特殊な仕事内

容があるんです。鍼灸マッサージなど免許を取って受かる方はいっぱ

いいるんですけれど、茨木市でそんな鍼灸の仕事をする人は開業する

しかない。それもなかなか患者さんがいらっしゃらない。就労支援の

私もＢ型に行っていますが、そんな仕事なんかないし、パソコン関係

の仕事も音声を使ってする内容、だから視覚障害者が働けるような、

選択できるような仕事内容を作っていただきたいなと、そういう作業

所ですか。私はＢ型に行っていますけれど、なかなか大変で、全盲な

がらでも封入の仕事、内職関係の仕事をいろいろしていますが、免許

を持っている視覚障害者の鍼灸マッサージ関係の仕事が以前は茨木市

でもあったんですけれど、今は全然ないので、またそういう関係上も

考えていただきたいなと。選択できるように考えていただきたいなと
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思います。 

 以上です。 

中西会長  ありがとうございます。 

 少し合わせて、事務局からお願いします。 

事務局（井上

課長） 

まず、太田委員の御意見についてでございます。 

 これまでいただきました御意見につきましては、会議録として公開

をされている状況でございます。 

 障害者権利条約の所見のお話も出てまいりました。来年度の障害者

計画の中間見直し等の審議ですけれども、時間が非常に限られてくる

ことと、お配りする資料もあまり膨大にならないように、精査をしな

がら提示をさせていただいている状況でございます。そのため、これ

までいただいた意見全てについて資料としてお示し、つぶさに対応状

況をご説明するのは、会の運営上難しいと考えております。しかし、

当然これまでいただきました御意見につきましては、私ども事務局で

内容確認をさせていただき、また骨子案等でいただいた意見につきま

しても、十分吟味をした上で円滑に議論を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 また、障害者権利条約の総括所見につきましては、直近が今期の障

害者計画の策定前でございましたので、今回の計画につきましてはそ

の内容を踏まえているものと御理解いただければと思います。当時の

国が総括所見の内容を踏まえて改定をした基本指針を踏まえて大阪府

もその計画、我々もその計画を踏まえているという建てつけになって

おります。委員の御意見いただきましたその権利条約、総括所見を資

料で御提示するかは、検討させていただきたいと考えております。 

 ３つ目、重度障害者の大学就学支援でございます。 

 現在の障害者計画の中には記載はいたしておりませんが、太田委員

がおっしゃったように、国の示す地域生活支援事業のうち市の任意事

業メニューの一つです。本市といたしましても、数ある国のメニュー

の中からどれがこの地域にとって必要かを検討してまいりたいと考え

ており、計画への記載について議論の対象と認識をいたしております。 

 佐藤委員からの御意見でございます。 

 就労選択支援について後に説明があるのですけれども、原則使って

いただく方と、自由に、任意に使っていただくという方と、いずれも

おられます。障害種別にかかわらず、就労支援に必要なアセスメント

をやっていく。その上で地域の社会資源の中から就労につながるよう

な機会、今のご本人に合った選択肢を提示できる体制をつくっていき

たい。その上で、単に個人へのアセスメントにとどめず、就労機会を

確保できる地域の社会資源づくりとして企業とのコミュニケーション
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の場も必要と考えております。指定管理施設のかしの木園で企業セミ

ナーを行ったり、企業とのネットワークを作ったりといった活動を通

じ、茨木市の中で障害のある方が働きやすい環境づくりを徐々に進め

ているところでございます。 

中西会長  はい、よろしいでしょうかね。 

 委員から、ないでしょうかね。 

 どうぞ、福阪委員。 

福阪委員  藍野療育園の福阪と申します。よろしくお願いします。 

 厚労省が出している基本指針の見直しのところに書かれています基

本指針の見直しのポイントのところの⑫災害時における福祉サービス

の提供の確保とあります。 

 茨木市でも本当いろいろ取組をされているというのは今もあるかと

思うんですけれども、なかなかそういったところに日々の業務をして

いると目を向けられなかったりする中、いろいろＢＣＰを策定しない

といけないとか、事業所的にもそういったことも出てきていて、ただ

本当にその事業所内でやっていくことがメインなので、本当にいろん

な研修会とかもいろんなところでされている中で、もうちょっと地域

の中でのつながりといいますか、やっぱり医療ケアがあったりとか、

発達障害のお子さんがいたりとか、本当にそれぞれに合わせたところ

を考えていくのにも、なかなか自助努力だけでは難しいなと、日々感

じております。ですので、もう組織でそういった関係性があったり、

そういったときにどういったところに何かいろんなことがあるのかと

か、そうなればもっと日々、こちらも分かるようになっていかないと

いけないなと思っているのですけれども、なかなかそういった地域の

つながりがつくりにくいなとか、なかなか後回しになっている現状も

ありますので、ぜひ茨木市のほうで取組されること等がありましたら、

組み込んでいただきたいなというふうに思っております。よろしくお

願いします。 

中西会長  事務局、よろしいでしょうか。 

事務局（佐原

参事） 

 ありがとうございます。 

 災害があったときの対応ということで、一般的によく言われるのが

自助・互助・共助・公助、これらを状況に応じて適切に対応すること

が大事だと言われます。 

 今、互助の取組についてご意見をいただきました。市には、市の機

関じゃないのですけれども、地域には民生委員さんもおられますし、

社会福祉協議会の地区福祉委員会さんもおられます。それらの活動を

通じて、できるだけその情報共有を進めながら、有事のときにどうい
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ったような対応ができるのかということは仕組みとして整備していか

なければならないと考えております。 

 また、有事に備え、個別避難計画を作成して、誰がどういったよう

な災害のときに、誰が助けに行くのか。避難所まで連れていくのかと

いうような、その人にとってもオーダーメイドとなります個別避難計

画の策定ということも、これから徐々に進んでいくということになり

ます。なかなか一遍に全てを進めるということは難しいですけれども、

今いただいた御意見の趣旨を踏まえて、市としても取組を進めてまい

りたいと考えております。ありがとうございます。 

福阪委員  ありがとうございます。よろしくお願いします。 

中西会長  髙田委員、どうぞ。 

髙田委員  民生委員の髙田です。 

 今お話にも出ましたけれども、民生委員でも要支援者っていうよう

に、市から民生に渡していいですよっていう方に対しては持っている

んです。毎年１年に一度、更新をしていただいているんですけれども、

民生でも支援が必要な方に対しては、年に何回か顔を見てもらうとか、

声をかけさせてもらうとか、その中でどういう障害を持っておられる

のかっていうのを、自分の担当地区でどういう方がおられるかという

のは把握するようには心がけています。 

 また、福祉委員会とも協力をしたりとか、それから地域の防災会、

自主防災会で協力をしたりしながら、地域の中でどのように民生とし

て活動をしていて、災害が起きたときにはどういう動きをしたらいい

かというのも民生委員の仕事の中の一つとして、みんなで考えていく

ようにということで進めてはいます。 

中西会長  ありがとうございました。 

 ほか、委員から大丈夫ですか。 

 ほかなんですけど、資料の３、１２ページの、先ほど富澤委員含め

いろいろあるんですけれども、やはり障害理解が非常に人によってば

らばらなので、その辺り、今後、学校長にも御説明されたり、いろん

な形で推進、差別解消並びに障害理解を進めているんです。やはりど

うやって障害を理解するかというところが、今のところいろんな人に

よってまちまちやったりするので、茨木市さんとしてはその辺りをど

ういう形で持っていくのか非常にここは重要なところや思いますし、

そういうものに基づいて、いろんなことも考えていかないと、なかな

かやっぱり例えば医学モデル的に障害があるいうところを直さなきゃ

いけないという人もいるでしょうし、あるいは社会モデルもあります
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し、最近では人権モデルなんていうことも言われていますもんね。そ

の辺りをどうやって共通認識として持ちながら進めるかというところ

で、他市さん、豊中市なんかでも非常に先進的なことをやられていま

すので、その辺りも含めてまた将来の支援計画とかにも組み込んでい

ただけたらと思います。私としてはそんなところです。 

 ほか、委員さんから何か御意見とかございますか。 

 ないようでしたら、よろしいですかね。 

 では、ちょうど時間もいいぐらいですので、議題３に移りたいと思

います。 

 「その他」ですけれども、事務局から何か、「その他」に関してござ

いますでしょうか。 

事務局（佐原

参事） 

 障害福祉課の佐原です。 

 その他の案件としまして、事務局から２点、報告事項がございます。 

 一つは、ともしび園の状況について。もう一つが、冒頭お話ししま

した就労選択支援事業の実施状況についてでございます。 

 まず、１つ目、当日資料の「茨木市立障害者生活支援センターとも

しび園について」という資料を御覧ください。 

 ともしび園につきましては、この分科会でもその都度状況をお伝え

しておりましたけれども、昨年の１０月から生活介護の運営を、１２

月から日帰りショートステイの運営をそれぞれ開始することができま

した。昨年中に取消処分以前に使っておられた方の利用者の受入れは

完了することができており、この年明けから、以前使っておられなか

った新規利用者の受入れを開始しているというような状況でございま

す。 

 資料の中断、運営の変更点を御覧ください。 

 ともしび園の再開に当たりましては、記載しておりますとおり、長

時間介護のニーズを、令和６年度の報酬改定の仕組みを活用し生活介

護で賄いそうすることによって日帰りショートステイはともしび園の

生活介護を利用されておられる方以外の方の受入れを進めるというこ

とで、より多くのニーズに応えられるよう運営を変更しております。 

 市といたしますと、より多くの事業所に、この報酬改定の枠組みを

使って、長時間介護のニーズに対応していただきたいと考えておりま

す。今後、自立支援協議会でも、各事業所の皆さん、その他の委員の

皆様に御意見を伺って、その活用の促進に向けた状況把握、検討に努

めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、就労選択支援の状況について、担当係長から報告をさ

せていただきます。 
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事務局（村上）  よろしくお願いいたします。 

 就労選択支援の状況について、御報告をいたします。 

 前回の第１回の分科会でも御説明させていただいたとおり、令和７

年の10月から就労選択支援が新たな障害福祉サービスとして開始され

ております。 

 就労選択支援は、障害者本人が就労先や働き方についてより良い選

択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、

就労能力や適性等に合った選択を支援するというサービスになりま

す。就労選択支援は、利用者の意思決定支援という要素があるため、

就労選択支援事業所には客観的な視点から利用者のアセスメントを実

施し、情報提供を行い、本人にとってより良い意思決定を支援するな

ど、中立性を確保し、適正に事業を実施することが求められます。 

 本日、お手元にお配りしております資料は、就労選択支援の実施に

際し、本市の基本的な考え方やサービスの中で中核となる多機関連携

会議の実施方法などを定め、事業所向けに通知したものでございます。 

 就労選択支援のポイントとしては、現状、令和７年10月からは就労

継続支援Ｂ型の利用を希望する方に対し、実際にどの種別の障害福祉

サービスを申請するか。あるいは、障害福祉サービス以外の制度や方

法で就労や日中活動を行うか。それを本人が決めるために、事前にこ

のサービスを利用するという点になります。就労系サービスでは、あ

らかじめ特定の事業所で見学や体験をしてから、サービスの申請相談

に市役所へ来られる方が多かったのですが、障害者が先入観を持って

しまったり、混乱してしまったりしないように、事業所に利用相談が

あったときには、先に市役所で就労選択支援の決定が必要になるとい

う旨を伝えて、市役所へ相談に行くように促していただきたいという

ことを、就労系サービス事業者には説明会等を通じて説明をいたして

おります。 

 表にもありますとおり、令和９年４月からは、就労選択支援が全面

実施となります。就労継続支援Ａ型を新たに希望する方や、就労移行

支援を標準利用期間を超えて更新を希望する方に対しても、原則あら

かじめ就労選択支援を利用していただくこととなります。 

 現在、本市の市域内では、本市の指定管理施設であるかしの木園を

含む３か所の就労選択支援事業所が指定を受け、事業を実施しており

ます。 

 令和７年の10月の制度開始以降、現時点で支援学校生徒を含む６人

が支給決定を受け、順次サービスを利用されています。 

 また、現在、今後サービスを利用したいんだという相談もかなり多

くなってきております。 
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 就労選択支援につきましては、今後とも、国・府の動向を注視しつ

つ、適切な制度実施に努めてまいりたいと思います。 

 就労選択支援については、以上でございます。 

中西会長  ありがとうございました。 

 最後のその他ですね。ともしび園と就労選択支援についての御説明

がありました。 

 委員から何か、御質問、御意見ございますでしょうか。 

 特にないというふうに思いますので、その他についてはこれで終わ

りたいと思います。 

 特に御意見ないようですので、本日の議題案件はこれで終わりたい

と思います。 

 皆様、長時間、御協力ありがとうございました。 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

事務局（沖田）  委員の皆様におかれましては、長時間お疲れさまでした。 

 それでは、事務連絡をさせていただきます。 

 まず、本日の会議録につきましては、事務局で、会議録案を作成し、

後日、委員の皆様にお送りさせていただきますので、御確認いただき

ますようお願いいたします。 

 次回の分科会は、令和８年６月を予定しております。開催までに、

改めて案内差し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はこれで以上となります。誠にありがとうございま

した。 

 


